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認定特定非営利活動法人

夢街道国際交流子ども館

(1)フリ ースクー）レ事業

中学を卒業する4人全員が希望する高校に合格できたことに象徴されるように高校入学が現

実のものとなったこと 一 。 それは本人、 家族は勿論、 スタッフの願いや想いが三位一体となっ

て手繰り寄せたものの実感でした。

3月7日の「卒業を祝う会」で卒業生、 在校生が一体となって編み出したその心根は会場全

体を感動の「るつぼ」に包みこみました。

それは「教育機会確保法」に込められている理念を、 私たちに流に通年通して具現化してき

た取り組みの一つの結節点であると自負しています。 引き続きこの法律に「魂」を私たち流に

吹き込んでいきたいと念じております。

(2)子育て教育講演会・研修会事業

子どもたちと関わる中で、 常にスタッフの力量が問われることを痛感します。 そのような中

で、 子どもたちの生活の背景を探り、 深める研修会を保護者や子どもたちと共に行いました。

研修会では塚本英伸さん

（弁護士）を講師に迎え「教育の目的と現状の課題について」スク ールロイヤ ーの立場から

「教育機会確保法」を中心に公的承認の持つ意義を「学校対応1 1 0番」の立場で教えてくれ

ました。

(3)子どものためのお話し会事業

本年度も休ませていただきました。

(4)子育て情報提供および相談事業

毎月第2土曜日の午後「夢の樹サロン」を開催し、 フリ ースク ールの保護者を中心に、 外部

からの参加も自由。 子育てを中心に「おしゃべり」の場となっています。

(5)外国語講座事業

現在は休講中です。

(6)子どもの居場所づくり事業

この事業に集う子どもたちのなかにも不登校、 不登校傾向の子どもたちもおり、 学校外の学

習の場・居場所として活動しました。 そのような子どもたちの先の道が閉ざされないよう、 繋

がりのある継続した支援となるよう関係機関と協力しています。

(7)その他、 この法人の目的を達成するために必要な事業

「認定NPO」「認定フリ ースク ール」（京都府教委）の衿持を土台にして、 本年度も臨機応

変に取り組んでいきます。










